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　第１章　一般廃棄物処理実施計画の概要 

第１節 計画策定の趣旨 

近年、全国的にごみの排出量増加、ごみ質の多様化により、焼却施設に多大な負担をかけ最終

処分場の残余容量の逼迫という問題が生じ、一般廃棄物を取り巻く状況は極めて深刻なものとな

っている。一方では、環境保全・資源保護等への関心の高まりから資源の浪費を押さえ、限りあ

る資源を有効に利用するとともに環境への負荷を低減させるためごみの減量化及び再生利用が求

められております。また、生活排水の適正な処理を進めていく必要があります。 
このような状況に対応していくために、いなべ市（以下、「本市」という。）では廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」という。）」第 6条第 1項の規定により、令和 5
（2023）年度に第 2次いなべ市一般廃棄物処理基本計画（以下、「基本計画」という。）を策定し
ました。 
基本計画の実施にあたり、具体的な施策を行うために、いなべ市一般廃棄物処理実施計画（以

下、「実施計画」という。）を毎年度策定しています。 

第２節 計画区域 

実施計画の対象区域は、本市の行政区域全域としています。 

第３節 計画期間 

令和 6（2024）年 4月 1日から令和 7（2025）年 3月 31日までとしています。 

第４節 人口 

１　基本計画内の人口推計値 

基本計画では、令和 6（2024）年 10月 1日現在の人口について 44,291人と推計していま
す。 
 
２　住民基本台帳の人口実績値 

住民基本台帳の人口では、令和 6（2024）年 3月 1日現在の人口について 44,666人となり
ます。 
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　第２章　ごみ処理実施計画 

第１節 ごみ処理概要 

ごみ分別区分及びごみ処理主体を、表 1に示します。 
家庭系一般廃棄物は、市や委託業者による収集運搬又は市民による自己搬入を行い、市の処理

施設や再生事業者にて中間処理を行います。最終的には、資源化や市の最終処分場にて埋立処分

を行います。 
「廃棄物処理法」第 3条第 1項では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら
の責任において適正に処理しなければならない。」と定められています。 
事業系一般廃棄物は、事業者による自己搬入又は本市の許可業者による収集運搬を行い、市の

処理施設や民間業者により処理を行います。 
 

表 1　ごみ分別区分及びごみ処理主体 

 

備考：紙パック、廃食用油、乾電池、古紙類及び古布類は市で保管し、再生事業者へ搬出しています。 

 
 

 
分 別 区 分

処 理 主 体

 収 集 運 搬 中 間 処 理 最 終 処 分

 

家

庭

系

一

般

廃

棄

物

燃 や す ご み 市/委託/個人 市 再生事業者

 燃やさない 
ご み

金 物 類 市/委託/個人 市 再生事業者

 ガラス･陶磁器類 市/委託/個人 市 市

 

資

源

ご

み

プラスチック製 
容器包装ごみ

委託/個人 市 再生事業者

 ペットボトル 委託/個人 市 再生事業者

 
ビ

ン

無 色 透 明

委託/個人 再生事業者 再生事業者  茶 色

 そ の 他

 
缶

ア ル ミ 缶
委託/個人 市/再生事業者 再生事業者  スチール缶

 紙 パ ッ ク 委託/個人 再生事業者 再生事業者

 廃 食 用 油 委託/個人 再生事業者 再生事業者

 乾 電 池 委託/個人 再生事業者 再生事業者

 蛍光管・電球 委託/個人 市/再生事業者 再生事業者

 古 紙 類 個人/再生事業者 再生事業者 再生事業者

 古 布 類 個人/再生事業者 再生事業者 再生事業者

 粗 大 ご み 個人 市/再生事業者 市/再生事業者

 事 業 系 一 般 廃 棄 物 事業者/許可業者 市/事業者 再生事業者
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第２節 ごみ処理体系 

１　ごみ処理体系 

本市のごみ処理体系は、次のとおりとなります。 
家庭系一般廃棄物について、燃やすごみは、あじさいクリーンセンターの焼却施設で処理

し、焼却灰は、太平洋セメント株式会社にてセメント資源化しています。 
燃やさないごみは、あじさいクリーンセンターの不燃物処理施設で破砕選別処理し、可燃物

は焼却処理、鉄及びアルミは資源回収、不燃物は大安一般廃棄物最終処分場及び藤原一般廃棄

物最終処分場（以下、「最終処分場」という。）で埋立処分しています。 
資源ごみのうち、プラスチック製容器包装ごみは、あじさいクリーンセンターの圧縮梱包施

設で処理し、日本容器包装リサイクル協会へ搬出しています。 
ペットボトルは、あじさいクリーンセンターの圧縮梱包施設で処理し、協栄Ｊ＆Ｔ環境株式

会社へ搬出しています。 
ビンは、あじさいクリーンセンターのストックヤードにて保管し、有限会社勝山商店及び丸

硝株式会社者へ搬出しています。 
アルミ缶は、社会福祉法人晴山会及び社会福祉法人社会福祉協議会で圧縮処理後、あじさい

クリーンセンターのストックヤードにて保管し、再生事業者へ搬出しています。 
スチール缶は、あじさいクリーンセンターの不燃物処理施設で圧縮処理後、ストックヤード

にて保管し、再生事業者へ搬出しています。 
紙パックは、あじさいクリーンセンターのストックヤードにて保管し、北勢商事株式会社へ

搬出しています。 
廃食用油は、あじさいクリーンセンターのストックヤードにて保管し、諸岡建設株式会社へ

搬出しています。 
乾電池は、北勢粗大ごみ場、大安粗大ごみ場、藤原粗大ごみ場及び員弁リサイクルセンター

（以下、「粗大ごみ場」という。）で保管し、再生事業者へ搬出しています。 
古紙類は、粗大ごみ場で保管し、北勢商事株式会社及び株式会社金光へ搬出しています。 
古布類は、粗大ごみ場で保管し、北勢商事株式会社へ搬出しています。 
蛍光管・電球は、北勢粗大ごみ場、大安粗大ごみ場及び藤原粗大ごみ場で破砕処理し、野村

興産株式会社へ搬出しています。 
粗大ごみは、粗大ごみ場で解体及び分別し、可燃物は、あじさいクリーンセンターの焼却施

設で処理、不燃物は、最終処分場で埋立処分しています。小型家電は、トヨキン株式会社、刈

草・剪定枝は、自然共生科学株式会社、木材・木質廃棄物は、山室木材工業株式会社及びフル

ハシEPO株式会社、プラスチック等は、太平洋セメント株式会社及び三重中央開発株式会
社、金属は、再生事業者へ搬出しています。 
事業系一般廃棄物については、あじさいクリーンセンター又は民間業者にて処理し、再生事

業者へ搬出しています。  
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２　収集運搬体制 

本市では、行政区域全域を収集区域としており、家庭系一般廃棄物の収集地域区分及び収集

頻度等は表 2に示します。 
本市では、ステーション方式による収集運搬又はごみ処理施設への自己搬入を行っていま

す。 
家庭系一般廃棄物のうち、燃やすごみ及びプラスチック製容器包装ごみは、市の指定袋によ

る収集としています。なお、古紙類、古布類及び粗大ごみは、粗大ごみ場への自己搬入として

います。 
また、事業系一般廃棄物は、事業者による自己搬入又は本市の許可業者による収集運搬を行

い、あじさいクリーンセンター又は民間業者にて処理をしています。 
 

表 2　家庭系一般廃棄物の収集地域区分及び収集頻度 

 

 

 

 北勢町

 地 域 区 分 自治会区分

 
阿下喜地区

本町、東町１、東町２、東町３、西町１、西町２、西町３、赤神１、赤神２、 

赤神３、北町１、北町２、北町３、瀬木、飯倉、小山

 
十 社 地 区 西貝野、下平、向平、畑毛、塩崎、田辺、川原、二之瀬、小原一色、東貝野

 
山 郷 地 区

麻生田、麻野、六石、其原、昭電、楚里、大辻新田、南中津原、北中津原、皷、

平野新田、楚里

 
治 田 地 区

新町上、新町下、奥村、麓村、加野、中山、東村東、東村西、別名、新貝、 

一之坂、垣内

 区 分 燃やすごみ

 地 域 区 分 阿下喜地区 十社地区 山郷地区 治田地区

 収 集 日 毎週　月曜日　木曜日 毎週　火曜日　金曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 市指定袋

 区 分 燃やさないごみ（金物類）

 地 域 区 分 阿下喜地区 十社地区 山郷地区 治田地区

 収 集 日 毎月　第 2 金曜日 毎月　第 2 木曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 コンテナ
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 区 分 燃やさないごみ（ガラス・陶磁器類）

 地 域 区 分 阿下喜地区 十社地区 山郷地区 治田地区

 収 集 日 毎月　第 4 金曜日 毎月　第 4 木曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 コンテナ

 区 分 資源ごみ（プラスチック製容器包装ごみ）

 地 域 区 分 阿下喜地区 十社地区 山郷地区 治田地区

 収 集 日 毎週　火曜日 毎週　月曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 市指定袋

 区 分 資源ごみ（ペットボトル、ビン、缶、紙パック及び廃食用油）

 地 域 区 分 阿下喜地区 十社地区 山郷地区 治田地区

 収 集 日 毎月　第 2・4 金曜日 毎月　第 2・4 木曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 回収ネット、コンテナ、ポリタンク

 区 分 資源ごみ（乾電池、蛍光管・電球）

 地 域 区 分 阿下喜地区 十社地区 山郷地区 治田地区

 収 集 日 4 月・8 月・12 月　第 2 金曜日 4 月・8 月・12 月　第 2 木曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 コンテナ

 区 分 資源ごみ（紙パック、乾電池、蛍光管・電球、古紙類及び古布類）、粗大ごみ

 地 域 区 分 阿下喜地区 十社地区 山郷地区 治田地区

 搬 入 場 所 北勢粗大ごみ場

 搬 入 時 間 午前 8 時 30 分から午後 4 時 30 分まで

 搬 入 方 法 住民が自己搬入し、施設にて搬入申請を行う

 休 業 日 毎週　水曜日　木曜日　年末年始
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 員弁町

 地 域 区 分 自治会区分

 
西 地 区

市之原、上笠田、上笠田北、笠田新田、下笠田、笠田東、御薗、みその団地、 
楚原、石仏

 
東 地 区

北金井、畑新田、平古、大泉新田、大泉、西方、東一色、松之木、岡丁田、 
暮明、平古団地

 区 分 燃やすごみ

 地 域 区 分 西地区 東地区

 収 集 日 毎週　月曜日　木曜日 毎週　火曜日　金曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 市指定袋

 区 分 燃やさないごみ（金物類）

 地 域 区 分 西地区 東地区

 収 集 日 毎月　第 1 水曜日 毎月　第 2 水曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 コンテナ

 区 分 燃やさないごみ（ガラス・陶磁器類）

 地 域 区 分 西地区 東地区

 収 集 日 毎月　第 3 水曜日 毎月　第 4 水曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 コンテナ

 区 分 資源ごみ（プラスチック製容器包装ごみ）

 地 域 区 分 西地区 東地区

 収 集 日 毎週　火曜日 毎週　月曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 市指定袋
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 区 分 資源ごみ（ペットボトル、ビン、缶、紙パック及び廃食用油）

 地 域 区 分 西地区 東地区

 収 集 日 毎月　第 1・3 水曜日 毎月　第 2・4 水曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 回収ネット、コンテナ、ポリタンク

 区 分 資源ごみ（乾電池、蛍光管・電球）

 地 域 区 分 西地区 東地区

 収 集 日 4 月・8 月・12 月　第 1 水曜日 4 月・8 月・12 月　第 2 水曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 コンテナ

 区 分 資源ごみ（紙パック、乾電池、蛍光管・電球、古紙類及び古布類）、粗大ごみ

 地 域 区 分 西地区 東地区

 搬 入 場 所 員弁リサイクルセンター

 搬 入 時 間 午前 8 時 30 分から午後 4 時 30 分まで

 搬 入 方 法 住民が自己搬入し、施設にて搬入申請を行う

 休 業 日 毎週　水曜日　木曜日　年末年始

 大安町

 地 域 区 分 自治会区分

 
梅戸井地区 梅戸、梅戸北、南金井、門前、大井田

 
丹生川地区 片樋、丹生川久下、丹生川中、丹生川上北、丹生川上

 
三 里 地 区 高柳、平塚、石榑下、中央ヶ丘

 
石 榑 地 区

石榑北山、石榑北、渕、出口、大門、山条、寺内、宇賀、宇賀新田、鍋坂、 
小原、一色、戸井、新田、湟川、北垣内

 区 分 燃やすごみ

 地 域 区 分 梅戸井地区 丹生川地区 三里地区 石榑地区

 収 集 日 毎週　月曜日　木曜日 毎週　火曜日　金曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 市指定袋
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 区 分 燃やさないごみ（金物類）

 地 域 区 分 梅戸井地区 丹生川地区 三里地区 石榑地区

 収 集 日 毎月　第 1 火曜日 毎月　第 1 木曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 コンテナ

 区 分 燃やさないごみ（ガラス・陶磁器類）

 地 域 区 分 梅戸井地区 丹生川地区 三里地区 石榑地区

 収 集 日 毎月　第 3 火曜日 毎月　第 3 木曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 コンテナ

 区 分 資源ごみ（プラスチック製容器包装ごみ）

 地 域 区 分 梅戸井地区 丹生川地区 三里地区 石榑地区

 収 集 日 毎週　金曜日 毎週　水曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 市指定袋

 区 分 資源ごみ（ペットボトル、ビン、缶、紙パック及び廃食用油）

 地 域 区 分 梅戸井地区 丹生川地区 三里地区 石榑地区

 収 集 日 毎月　第 1・3 火曜日 毎月　第 1・3 木曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 回収ネット、コンテナ、ポリタンク

 区 分 資源ごみ（乾電池、蛍光管・電球）

 地 域 区 分 梅戸井地区 丹生川地区 三里地区 石榑地区

 収 集 日 4 月・8 月・12 月　第 1 火曜日 4 月・8 月・12 月　第 1 木曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 コンテナ
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 区 分 資源ごみ（紙パック、乾電池、蛍光管・電球、古紙類及び古布類）、粗大ごみ

 地 域 区 分 梅戸井地区 丹生川地区 三里地区 石榑地区

 搬 入 場 所 大安粗大ごみ場

 搬 入 時 間 午前 8 時 30 分から午後 4 時 30 分まで

 搬 入 方 法 住民が自己搬入し、施設にて搬入申請を行う

 休 業 日 毎週　水曜日　木曜日　年末年始

 藤原町

 地 域 区 分 自治会区分

 
西藤原地区 大貝戸、坂本

 
白 瀬 地 区 山口、本郷、市場、志礼石新田

 
立 田 地 区 篠立、古田

 
東藤原地区 東禅寺、石川、下野尻、西野尻

 
中 里 地 区 鼎、上之山田、上相場、長尾、日内、下相場、川合

 区 分 燃やすごみ

 地 域 区 分 西藤原地区 白瀬地区 立田地区 東藤原地区 中里地区

 収 集 日 毎週　月曜日　木曜日 毎週　火曜日　金曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 市指定袋

 区 分 燃やさないごみ（金物類）

 地 域 区 分 西藤原地区 白瀬地区 立田地区 東藤原地区 中里地区

 収 集 日 毎月　第 1 水曜日 毎月　第 2 水曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 コンテナ

 区 分 燃やさないごみ（ガラス・陶磁器類）

 地 域 区 分 西藤原地区 白瀬地区 立田地区 東藤原地区 中里地区

 収 集 日 毎月　第 3 水曜日 毎月　第 4 水曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 コンテナ
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 区 分 資源ごみ（プラスチック製容器包装ごみ）

 地 域 区 分 西藤原地区 白瀬地区 立田地区 東藤原地区 中里地区

 収 集 日 毎週　金曜日 毎週　木曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 市指定袋

 区 分 資源ごみ（ペットボトル、ビン、缶、紙パック及び廃食用油）

 地 域 区 分 西藤原地区 白瀬地区 立田地区 東藤原地区 中里地区

 収 集 日 毎月　第 1・3 水曜日 毎月　第 2・4 水曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 回収ネット、コンテナ、ポリタンク

 区 分 資源ごみ（乾電池、蛍光管・電球）

 地 域 区 分 西藤原地区 白瀬地区 立田地区 東藤原地区 中里地区

 収 集 日 4 月・8 月・12 月　第 1 水曜日 4 月・8 月・12 月　第 2 水曜日

 収 集 方 法 各地区の集積場

 搬 入 時 間 収集当日の午前 8 時 30 分まで

 収集容器等 コンテナ

 区 分 資源ごみ（紙パック、乾電池、蛍光管・電球、古紙類及び古布類）、粗大ごみ

 地 域 区 分 西藤原地区 白瀬地区 立田地区 東藤原地区 中里地区

 搬 入 場 所 いなべ市藤原粗大ごみ場

 搬 入 時 間 午前 8 時 30 分から午後 4 時 30 分まで

 搬 入 方 法 住民が自己搬入し、施設にて搬入申請を行う

 休 業 日 毎週　水曜日　木曜日　年末年始
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３　中間処理体制 

あじさいクリーンセンターの概要を表 3に、リサイクル施設の概要を表 4に示します。 
また、あじさいクリーンセンターの焼却施設で発生する焼却灰は、再生事業者にてセメント

資源化しています。 
表 3　あじさいクリーンセンターの概要 

 

 
表 4　リサイクル施設の概要 

 

 施 設 名 あじさいクリーンセンター

 所 在 地 いなべ市北勢町京ヶ野新田 5 番地 12
 敷地面積 7,612.8m2

 竣工年月 平成 5 年 12 月 平成 12 年 6 月 平成 19 年 2 月

 
施設区分 焼却施設 不燃物処理施設

ペットボトル 
圧縮梱包施設

プラスチック 
圧縮梱包施設

 
処理能力

50t/日 

（25t/10h×2 炉）
15t/5h 1.5t/5h 4tt/5h

 
処理方式

機械化バッチ 

燃焼式
破砕選別処理方式 圧縮梱包方式 圧縮梱包方式

 

設備概要

・受入供給 

ピット＆クレーン 

・ガス冷却 

水噴射式 

・排ガス処理 

バグフィルター＋

塩化水素除去装置 

・排水処理 

再循環無放流 

・灰処理 

委託（セメント資

源化）

・破砕機 

二軸式破砕機 

・選別 

磁力選別、粒度選

別、アルミ選別、風

力選別 

（鉄･アルミ･不燃

物･可燃物） 

・圧縮 

金属圧縮機

・受入供給 

コンベヤ 

・選別 

手選別 

・圧縮 

圧縮梱包機

・受入供給 

コンベヤ 

・選別 

手選別 

・圧縮 

圧縮梱包機

 管理主体 市

 
施 設 名 北勢粗大ごみ場 大安粗大ごみ場 藤原粗大ごみ場

員弁リサイクル 

センター

 
所 在 地

いなべ市北勢町 
向平 798 番地 1

いなべ市大安町 
石榑下 381 番地 4

いなべ市藤原町 
鼎 1400 番地

いなべ市員弁町 
石仏 1866 番地 1

 施設区分 粗大ごみ処理施設 粗大ごみ処理施設 粗大ごみ処理施設 粗大ごみ処理施設

 処理方式 解体及び分別 解体及び分別 解体及び分別 解体及び分別

 管理主体 市 市 市 市
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４　最終処分体制 

最終処分場の概要を表 5に示します。 
燃やさないごみを破砕選別処理した不燃物や粗大ごみ場に自己搬入された不燃物の埋立処分

を行っており、いずれの最終処分場も安定型最終処分場（しゃ水工及び浸出水処理無し）で

す。 
 

表 5　最終処分場の概要 

 

　　　備考：埋立容量は、令和5年3月現在となります。  

 施 設 名 大安一般廃棄物最終処分場 藤原一般廃棄物最終処分場

 所 在 地 いなべ市大安町石榑東 1610 番地 いなべ市藤原町鼎 1400 番地

 埋立開始 平成 11 年 昭和 59 年

 埋立面積 7,508 ㎡ 15,013 ㎡

 埋立容量 25,000 ㎥ 90,424 ㎥

 残余容量 約 8,000 ㎥ 約 47,180 ㎥

 管理主体 市 市
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第３節 ごみ処理推計 

１　ごみ排出量 

本市のごみ排出量について、令和 5（2023）年度の実績値及び令和 6（2024）年度の推計値
目標値は、表 6に示します。 
燃やさないごみは、目標値を達成する見込みです。 
燃やすごみ、資源ごみ及び粗大ごみは、目標値を未達成の見込みです。 
目標値の達成するためには、食品ロスによるごみの減量化やごみ分別アプリの啓発をする必

要があります。 
 

表 6　ごみ排出量 

 

 

 
区　　　分

令和 5 年度 令和 6 年度

 実績値 推計値 目標値

 人　　　口 44,875 44,582 44,291
 

家庭系一般廃棄物

燃 や す ご み 7,006 6,813 6,051
 燃やさないごみ 163 161 181
 資 源 ご み 650 678 1,530
 粗 大 ご み 2,017 1,983 1,425
 合 計 9,836 9,635 9,187
 g / 人 ・ 日 601 592 568
 

事業系一般廃棄物

燃 や す ご み 3,047 3,017 2,948
 燃やさないごみ 1 1 3
 粗 大 ご み 0 0 2
 合 計 3,048 3,018 2,983
 t / 日 8 8 8
 

ご み 排 出 量

燃 や す ご み 10,053 9,830 8,999
 燃やさないごみ 164 162 184
 資 源 ご み 650 678 1,530
 粗 大 ご み 2,017 1,983 1,427
 合 計 12,884 12,653 12,140
 g / 人 ・ 日 787 778 751

単位：t
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２　ごみ処理量 

本市のごみ処理量について、令和 5（2023）年度の実績値及び令和 6（2024）年度の推計値
並びに目標値は、表 7に示します。 
最終処分処分量は、目標値を達成の見込みです。 
焼却処理量、総資源化量、リサイクル率は、目標値を未達成の見込みです。 
目標値を達成するためには、燃やすごみの減量化及び粗大ごみ、燃やさないごみの資源回収

を行う必要があります。 
 

表 7　ごみ処理量 

 

 

 
区 分

令和 5 年度 令和 6 年度

 実績値 推計値 目標値

 焼 却 処 理 量 11,013 10,776 9,669
 総 資 源 化 量 2,782 2,768 3,248
 内 再 生 利 用 量 1,787 1,794 2,367
 内 焼 却 残 渣 995 974 881
 リ サ イ ク ル 率 21.6％ 21.9% 26.8%
 最 終 処 分 量 84 83 104
 合 計 12,884 12,653 12,140

単位：t
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３　資源ごみ収集量 

本市の資源ごみ収集量について、令和 5（2023）年度の実績値及び令和 6（2024）年度の推
計値並びに目標値は、表 8に示します。 
缶、乾電池及び蛍光管・電球は、目標値を達成する見込みです。プラスチック製容器包装ご

み、ペットボトル、ビン、紙パック、廃食油、古紙類及び古布類は目標値を未達成の見込みで

す。 
目標値を達成するためには、雑紙リサイクルの啓発を行う必要があります。 
 

表 8　資源ごみ収集量 

 

 

 区 分 令和 5 年度 令和 6 年度

 実績値 推計値 目標値

 プラスチック製容器包装ごみ 256 288 554
 ペットボトル 61 61 130
 

ビン

無色透明 74 74 68
 茶 色 63 63 59
 そ の 他 26 26 56
 計 163 163 182
 

缶

ア ル ミ 缶 42 42 38
 スチール缶 23 23 26
 計 65 65 64
 紙 パ ッ ク 5 5 6
 廃 食 用 油 5 5 6
 乾 電 池 18 18 12
 蛍光管・電球 7 9 5
 

古紙類

新 聞 9 18 72
 雑 誌 18 18 88
 段ボール 17 17 116
 計 44 44 276
 古 布 類 26 26 232
 合 計 650 682 1,467

単位：t
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第４節 ごみ処理計画 

ごみ処理計画については、基本計画の基本理念「さらなる循環型社会を目指して」～未来につ

ながるいなべ市～の実施に向けて、行政・市民・事業者が相互に役割を分担し、一体となって取

り組んでいくものとします。 
 

 
令和 6（2024）年度の重点的な施策については、次のとおりとなります。 

 
１　ごみ分別アプリの活用 

定期的なごみ分別辞典の更新やごみに関するお知らせ等を行い、ごみ分別アプリの利便性や普

及率を高めています。また外国語版のリリースに伴い、外国人への啓発も行います。 
 

２　情報誌Linkでの分別啓発 

情報誌 Linkにて隔月にてごみの啓発を行います。 
 

３　食品ロスの削減 

3010運動（開始 30分終了 10分の間は食事をする）や 3きり運動（食べきり、使い切り、水
切り）を推進します。 

 
４　粗大ごみの資源化 

粗大ごみについて、新たな資源化することができる業者を検討します。 
 

５　雑紙リサイクル 

燃やすごみの中には、約 40％の紙類が混入されており、古紙として資源化を行えるように啓
発を行います。 

 
６　プラスチック製品ごみの資源化 

プラスチック製容器包装ごみだけではなく、プラスチック製品ごみについても資源化を行える

ように検討します。 
 

７　ペットボトルの水平リサイクル 

使用済みペットボトルを再びペットボトルとしての水平リサイクルを実施していきます。 
 

８　展開検査 

あじさいクリーンセンターにて適正なごみの搬出が行われているか、展開検査を行います。 

「さらなる循環型社会を目指して」 

～未来につながる　いなべ市～
基本理念
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　第３章　生活排水処理実施計画 

第１節 生活排水処理概要 

令和 6（2024）年度の生活排水処理主体を、表 9に示します。 
本市では、公共下水道、農業集落排水施設及び合併浄化槽による生活排水の処理を行っており

ます。 
また、し尿、農業集落排水汚泥及び浄化槽汚泥は、本市の許可業者による収集運搬を行い、桑

名広域環境管理センターにて中間処理及び最終処分を行っております。 
 

表 9　生活排水処理主体 

 

 

 

 

 

 

 処理施設の種類 生 活 排 水 の 種 類 処 理 主 体

 公 共 下 水 道 し尿及び生活雑排水 県 / 市

 農業集落排水施設 し尿及び生活雑排水 市

 合併処理浄化槽 し尿及び生活雑排水 個 人 等

 単独処理浄化槽 し 尿 個 人 等

 種類 収集運搬 中間処理 最終処分

 し 尿

許可業者
桑名広域環境 
管理センター

桑名広域環境 
管理センター

 浄 化 槽 汚 泥

 農業集落排水汚泥
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第２節 生活排水処理推計 

１　生活排水処理形態別人口 

本市における令和 6（2024）年度に推計される生活排水処理形態別人口は、表 10に示しま
す。 
 

表 10　生活排水処理形態別人口 

 

 

２　し尿、農業集落排水汚泥及び浄化槽汚泥処理量 

本市における令和 6（2024）年度に推計されるし尿、浄化槽汚泥及び農業集落排水汚泥処理
量は、表 11に示します。 
 

表 11　し尿、浄化槽汚泥及び農業集落排水汚泥処理量 

 

 
 

 区　　　分 人口

 計画処理区域内人口 43,534
 水洗化・生活雑排水処理人口 42,633
 コミュニティ・プラント 0
 合併浄化槽 226
 公共下水道 39,101
 農業集落排水施設 3,306
 水洗化・生活雑排水未処理人口 

（単独処理浄化槽）
789

 非水洗人口 112
 し尿収集人口 112
 自家処理人口 0
 計画処理区域外人口 573

 区　　　分 処理量

 し 尿 554
 

汚泥

農業集落排水 4,533
 浄化槽清掃 1,210
 計 5,743
 合 計 6,297
 日平均（KL/日） 17.25
 汚 泥 処 理 率 91%

単位：人

単位：KL
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第３節 生活排水処理計画 

生活排水処理計画については、基本計画にある基本理念「きれいな水環境の創造を目指して」

～暮らしの調和いなべ市～の実施に向けて、快適な生活環境の実現と公共用水域の水質保全を図

ります。また、し尿、農業集落排水汚泥及び浄化槽汚泥の処理にあたっては、適正処理を推進し

ていくとともに、汚泥等の有効利用を推進していきます。 
 

 
令和 6（2024）年度の重点的な施策については、次のとおりとなります。 

 
１　公共下水道及び農業集落排水施設の接続 

公共下水道が整備された地区については、家庭や事業所から生活雑排水を公共用水域に流出さ

せないため、早期に下水道へ接続するようＰＲ活動を行います。 
 

２　合併処理浄化槽の維持管理 

浄化槽の適正な維持管理を促進するために清掃、保守点検及び法定検査の実施の啓発を図りま

す。 
 

３　廃食油の資源化 

廃食油を資源ごみ（廃食油）として収集し、バイオディーゼル燃料として利用します。 
 

４　家庭での生活排水対策実践の普及 

台所での水切りネット使用や食器洗剤量の削減により生活排水処理施設の負担軽減や水質汚濁

の防止を図ります。 
 

５　地域住民との連携 

地域住民と連携し、一人ひとりが環境に配慮した暮らしが実施できるように、情報誌 Linkや
HPにて啓発を行います。 

 

基本理念
「きれいな水環境の創造を目指して」 

～暮らしの調和　いなべ市～


